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新 旧 備 考 

（様式第１号）～（様式第１５号）略 

 

（様式第１６号） 

（表 面） 

 
 

 

富山県介護員養成研修事業 

検査証 

(富山県介護員養成研修 

実施要綱第１５条関係） 

 

 

 

 

（裏 面） 

 

第 号 

 

年 月 日交付 

 

 富山県知事 

 

 

 

  所属 

 

  職  氏名 

 

 

 

富山県介護員養成研修実施要綱 

（抜粋） 

 

第１５条 知事は、適正な研修事業実施の

ため必要があると認めるときは、事業者に

照会を行い、報告を求め、又は実地に調査

を行うことができる。 

２ 事業者は、前項における知事の求めに

対し、正当な理由のない限り、これを拒む

ことはできない。 

３ 知事は、研修の運営又は実施状況等に

ついて適当ではないと認めるときは、事業

者に対して必要な改善を指導するものとす

る。また、指導による改善が認められるま

で研修事業の中止を求めることができる。

この場合においては書面にて前もって通知

することとする。 

４ 第１項に規定する実地調査を行う場合

においては、当該調査を行う職員は、身分

を証する検査証（様式第１６号）を携帯す

るものとする。 

  

 

（様式第１号）～（様式第１５号）略 

 

（様式第１６号）新設 

   

 

 

 

 

立入検査証の様式

を規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


